
 

 

 

令和２年３月１９日 

 

文 化 審 議 会 答 申 

～国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定及び 

登録有形文化財（美術工芸品）の登録について～ 

 

 

 

 

詳しくは，別添の資料｢Ⅰ．答申内容｣，｢Ⅱ．解説｣，｢Ⅲ．参考｣を御覧ください。 

 

なお，今回答申を受けた文化財の一部は，４月２１日（火）から５月１０日（日）まで

東京国立博物館本館（東京都台東区上野公園１３－９）にて，特集「令和２年新指定国宝・

重要文化財」展で公開します。 

 

 

文化審議会（会長 佐藤
さ と う

 信
まこと

）は，３月１９日（木）に開催された同審議会文化財

分科会の審議・議決を経て，４件の美術工芸品を国宝に，３７件の美術工芸品を重要文

化財に指定すること，また，１件の美術工芸品を登録有形文化財に登録することについ

て，文部科学大臣に答申しましたので，お知らせします。 

 

＜担当＞ 文化庁文化財第一課 

 課 長        田村 真一 （内線 2884） 

  課長補佐         吉野 孝行 （内線 2933） 

調 査 官（絵画の部）  綿田 稔  （内線 2890） 

主任調査官（彫刻の部）  奥  健夫 （内線 2891） 

調 査 官（工芸品の部） 伊東 哲夫 （内線 2889） 

主任調査官（書跡・典籍，古文書の部）藤田 励夫 （内線 2888） 

主任調査官（考古資料の部）原田 昌幸 （内線 2892） 

調 査 官（歴史資料の部）地主 智彦 （内線 2893） 

審議会係         高橋 詩織 （内線 2887） 

電話：03-5253-4111（代表） 

03-6734-2887（直通） 
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Ⅰ．答申内容

１．国宝（美術工芸品）の指定

＜彫刻の部＞
（重要文化財を国宝に ２件）

院覚作
い ん が く さ く

① 木造阿弥陀如来坐像 一軀
も く ぞ う あ み だ に ょ ら い ざ ぞ う

② 木造天蓋（所在金堂） 三箇
も く ぞ う て ん が い し ょ ざ い こ ん ど う

＜工芸品の部＞
（重要文化財を国宝に １件）

鼉太鼓 一対
だ だ い こ

＜考古資料の部＞
（重要文化財を国宝に １件）

群馬県綿貫観音山古墳出土品
ぐ ん ま け ん わ た ぬ き か ん の ん や ま こ ふ ん し ゅ つ ど ひ ん
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２．重要文化財（美術工芸品）の指定

＜絵画の部＞
（有形文化財を重要文化財に ６件）

鈴木其一筆
す ず き き い つ

① 紙本金地著色夏秋渓流図 一双
し ほ ん き ん じ ちゃくしょく な つ あ き けいりゅう ず

六曲屛風

松岡映丘筆 大正五年
ま つ お か え いきゅう

② 室君 一双
む ろ ぎ み

絹本著色 六曲屛風

平福百穂筆 大正六年
ひ ら ふ くひゃくす い

③ 豫譲 一双
よ じょう

絹本金地著色 六曲屛風

④ 絹本著色天台三祖師像 一幅
け ん ぽ んちゃくしょくて ん だ い さ ん そ し ぞ う

⑤ 絹本著色阿弥陀如来像 一幅
け ん ぽ んちゃくしょく あ み だ に ょ ら い ぞ う

土佐行広筆
と さ ゆ き ひ ろ

絹本著色満済像 一幅
け ん ぽ んちゃくしょくま ん さ い ぞ う

自賛及び永享六年四月十七日の自筆開眼供養裏書がある

絹本著色義賢像 一幅
け ん ぽ んちゃくしょく ぎ け ん ぞ う

⑥ 絹本著色義堯像 一幅
けんぽんちゃくしょくぎ ぎ ょ う ぞ う

天正十三年七月義演の開眼供養裏書がある
ぎ え ん

絹本著色義演像 一幅
け ん ぽ んちゃくし ょ く ぎ え ん ぞ う

寛永四年六月十二日堯円の開眼供養裏書がある
ぎょうえん

絹本著色覚定像 一幅
けんぽんちゃくしょくか くじょうぞ う
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＜彫刻の部＞
（有形文化財を重要文化財に ８件）

快勢作
か い せ い さ く

木造千手観音立像 一軀
も く ぞ う せ ん じ ゅ か ん の んりゅうぞう

（本堂安置）
ほ ん ど う あ ん ち

像内に塩船寺本尊、文永元年十二月、
え ん せ ん じ

① 大仏師法眼快勢等の銘がある

木造二十八部衆立像（所在本堂） 二十八軀
も く ぞ う に じ ゅ う は ち ぶ しゅうりゅうぞう し ょ ざ い ほ ん ど う

うち八軀の像内に文永五年、同六年、
建治二年、弘安十一年、定快作等の
銘、うち二軀の台座に永正九年、法

橋弘円等の銘がある
こ う え ん

②
院応作
い ん お う

木造明巌正因坐像 一軀
も く ぞ うみょうが んしょういん ざ ぞ う

像底に明岩老師尊像、貞治四年、仏師
みょうがん

院応等の朱書銘、像内に貞治四年、作
者院応等の墨書銘がある

③ 木造十一面観音坐像 一軀
も く ぞ うじゅういちめ ん か ん の ん ざ ぞ う

④ 木造観音菩薩立像 一軀
も く ぞ う か ん の ん ぼ さ つ りゅうぞう

⑤ 木造如意輪観音坐像 一軀
も く ぞ う に ょ い り ん か ん の ん ざ ぞ う

千種作
ち ぐ さ さ く

⑥ 木造能面癋見 一面
も く ぞ う の う め ん べ し み

応永二十年二月、千草左衛門大夫作の刻銘がある
ち ぐ さ さ え も ん た い ふ

⑦ 木造二天王立像（頭部欠） 二軀
も く ぞ う に て ん の うりゅうぞう と う ぶ け つ

男神坐像 一
だ ん し ん ざ ぞ う

⑧ 木造神像 二軀
も く ぞ う し ん ぞ う

女神坐像 一
じ ょ し ん ざ ぞ う

＜工芸品の部＞
（有形文化財を重要文化財に ３件）

① 菊螺鈿鞍 一背
き く ら で ん く ら
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② 金銅密教法具
こ ん ど うみっきょう ほ う ぐ

五鈷杵 一口
種子五鈷鈴 二口

うち一口に貞応三年、うち一口に仁治二年
の刻銘がある

③ 染分縮緬地襷菊青海波文様友禅染振袖 一領
そ め わ け ち り め ん じ たすきき く せ い が い は も ん よ う ゆ う ぜ ん ぞ め ふ り そ で

＜書跡・典籍の部＞
（有形文化財を重要文化財に ３件）

① 福井崇蘭館本医学書 百五十四点
ふ く い す う ら ん か ん ぼ ん い が く し ょ

② 勧修寺聖教 二千三百六十六点
か じ ゅ う じ しょうぎょう

中山世鑑 六冊
ちゅうざんせ い か ん

③ 蔡鐸本中山世譜 七冊
さ い た く ぼんちゅうざんせ い ふ

蔡温本中山世譜 十二冊
さ い お ん ぼんちゅうざんせ い ふ

＜古文書の部＞
（重要美術品に有形文化財を追加して重要文化財に １件）

豊臣秀吉辞世和歌（一通） 一幅
と よ と み ひ で よ し じ せ い わ か

豊臣家家臣等血判起請文（十通） 四巻
と よ と み け か し ん と う け っ ぱ ん き し ょ う も ん

豊臣秀吉朱印状幷慶長役陣立書（二通） 二巻
と よ と み ひ で よ ししゅいんじょうならびにけいちょうのえきじ ん だ て し ょ

（有形文化財を重要文化財に ６件）

① 長屋王家木簡 千六百六十九点
な が や お う け も っ か ん

② 伊達家文書（千四十六通） 二十六巻、二十一冊、二十幅、
だ て け も ん じ ょ

九百五十三通、一鋪、二綴、二枚

③ 伊達家印章 百二十七顆
だ て け いんしょう



- 5 -

④ 松平家忠日記 七冊
まつだいらい え た だ に っ き

⑤ 大音家文書（五千七百四十六通） 四十九巻、二帖、
お お お と け も ん じ ょ

五百七十六冊、二千九百三通、
七鋪、八十一綴、五百十五枚

⑥ 春日大社神事日記（五百十二通） 六巻、五百六冊
か す が た い し ゃ し ん じ に っ き

＜考古資料の部＞
（有形文化財を重要文化財に ５件）

① 東京都下宅部遺跡出土品
と う き ょ う と し も や け べ い せ き し ゅ つ ど ひ ん

② 新潟県本ノ木遺跡出土品
に い が た け ん も と の き い せ き し ゅ つ ど ひ ん

③ 愛媛県朝日谷二号墳出土品
え ひ め け ん あ さ ひ だ に に ご う ふ ん し ゅ つ ど ひ ん

④ 長崎県福井洞窟出土品
な が さ き け ん ふ く い ど う く つ し ゅ つ ど ひ ん

⑤ 宮崎県下北方五号地下式横穴墓出土品
み や ざ き け ん し も き た か た ご ご う ち か し き よ こ あ な ぼ し ゅ つ ど ひ ん

＜歴史資料の部＞
（重要美術品に有形文化財を追加して重要文化財に １件）

一橋徳川家関係資料 四千七百十五点
ひとつばしと く が わ け か ん け い し り ょ う

（有形文化財を重要文化財に ４件）

① 長久保赤水関係資料 六百九十三点
な が く ぼ せ き す い か ん け い し り ょ う

② 東京市営乗合自動車（円太郎バス） 一両
とうきょう し え い の り あ い じ ど う し ゃ え ん た ろ う

③ 河内屋可正関係資料 九点
か わ ち や か しょうかんけい し り ょ う

④ 京都電気鉄道電車（京都市交通局二号電車）
明治四十四年、梅鉢鉄工場製

一両
き ょ う とで ん きて つ ど うで ん し ゃ き ょ う と しこうつうきょく に ご うで ん し ゃ

うめばち
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３．登録有形文化財（美術工芸品）の登録

＜歴史資料の部＞
（有形文化財を登録有形文化財に １件）

近代教科書関係資料（玉川大学収集） 一万二千七百二十八点
き ん だ い き ょ う か し ょ か ん け い し り ょ う た ま が わ だ い が く し ゅ う し ゅ う
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Ⅱ．解 説

１．国宝（美術工芸品）の指定

＜彫刻の部＞

（重要文化財を国宝に ２件）

院覚作
いんがくさく

① 木造阿弥陀如来坐像 一軀
もくぞう あ み だ にょらい ざ ぞ う

【所有者】宗教法人法金剛院（京都府京都市右京区花園扇野町４９）

【法 量】像高２２４．０㎝

待賢門院璋子（１１０１～４５）を願主として創建された法金剛院の本尊像。同院に
た い け ん も ん い ん た ま こ

は３棟の阿弥陀堂が存在し、本像がいずれに安置されていたかについての議論があった

が近年では大治５年（１１３０）創建時の堂（西御堂）の像との見解が定説化している。

作者は主流三派のうち定 朝直系の院派の総帥である院覚。内向的な表情や繊細な衣文線
じょうちょう いんがく え も ん せ ん

には当代の王家や貴族達に求められた仏の姿が典型的にうかがえる。院政期の仏像のう

ち最も重要な作例の一つであり、また保存状態の良好さも注目される。

（平安時代）
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② 木造天蓋（所在金堂） 三箇
もくぞうてんがい しょざいこんどう

【所有者】宗教法人法隆寺（奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１）

【法 量】 西の間分 総高１６３．４㎝ 幅３０７．７㎝ 奥２８０．８㎝

中の間分 総高１９１．５㎝ 幅３４２．２㎝ 奥２６６．８㎝

東の間分 総高１２４．０㎝ 幅２７２．９㎝ 奥２８７．７㎝

法隆寺金堂の内陣三間の天井に懸垂される箱型天蓋。中の間・西の間分は再建金堂と
ないじん けんすい

同時期（７世紀後半）で、その平面寸法が下方に安置される釈迦三尊・阿弥陀の台座に

対応し、開放型宮殿の屋蓋部としての性格をもつ。東の間分は天福元年（１２３３）の
くうでん

補作で、西の間阿弥陀像を造った運慶第四子、康勝が製作に関与しているとみられる。
こうしょう

飛鳥時代美術の代表作の一つであり、アジアの仏像荘厳を考えるうえで極めて重要
しょうごん

な遺品である。

（飛鳥時代・鎌倉時代）
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＜工芸品の部＞

（重要文化財を国宝に １件）

鼉太鼓 一対
だ だ い こ

【所有者】宗教法人春日大社（奈良県奈良市春日野町１６０）

【法 量】左方（龍）高６５８．０㎝ 右方（鳳凰）高６４５．０㎝

雅楽において中心となる楽器で、唐楽用で龍をあしらった左方と、高麗楽用で鳳凰を
とうがく さ ほ う こ ま がく

あしらった右方の左右一対の鼉太鼓である。平安時代末期に通じる大らかさを有する右
う ほ う だ だ い こ

方と鎌倉時代の力強い造形性を持つ左方と、さらに左右で火焔縁の輪郭や造形などに差

異があり、鎌倉時代最初期の南都復興期における過渡的な造形性の様相を示している。

本作は、主に春日大社若宮における毎冬恒例のおん祭りにおいて使用されてきたが、

江戸時代までは春日の御蔵と称された興福寺唐院に保管され、明治５年（１８７２）に
み く ら とういん

神仏分離の影響によって春日大社に移管された。中世以来、長年にわたって使用されな

がらも、当初と思われる彩色や漆箔が残り、力強く卓抜した造形性とともに、社寺にお
さいしき しっぱく

ける法会や祭式などの式典における楽器の荘厳性がよく理解できる。中世に遡る鼉太
しょうごん

鼓の中でも最大規模の貴重な遺品である。

（鎌倉時代）
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＜考古資料の部＞

（重要文化財を国宝に １件）

群馬県綿貫観音山古墳出土品
ぐ ん ま け ん わたぬきかんのんやま こ ふ ん しゅつどひん

【所有者】国(文化庁保管) ※群馬県立歴史博物館に長期貸与中。

高崎市の東方、井野川西岸の段丘上に位置する、墳丘全長９７メートルを測る前方後

円墳からの出土品一括。

昭和４３年以降の発掘調査で資料の全貌が把握された。横穴式石室出土の副葬品には
よこあなしきせきしつ ふくそうひん

百済武寧王陵の出土品と同型の獣帯鏡をはじめ、国内最古例となる銅水瓶や多数の大
く だ ら ぶ ね い お う り ょ う じゅうたいきょう どうすいびょう た

刀、装身具類、甲冑や金銅馬具等多彩かつ他に例のない希少な資料を含み、遺存状態も
ち そ う し ん ぐ い ぞ ん

極めて良好である。東日本で最も纏まった古墳時代後期（６世紀）の副葬品の一括であ

り、特に多数含まれる独特な舶載品は、地方首長が中国や朝鮮諸国と独自に対外交渉を
はくさいひん

行った可能性を示唆する重要な資料である。また、墳丘出土の埴輪も多種多様で、東国

の古墳における埴輪樹立の様相を良く伝える。

以上本資料は、東日本の古墳出土品として、内容の多彩さ、遺存状態とも優れたもの

であり、有力地方首長の対外活動の一端を示す資料を含むなど、古墳時代の東国社会を

考究するうえで極めて高い学術的価値を有する。

（古墳時代）
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２．重要文化財（美術工芸品）の指定

＜絵画の部＞

（有形文化財を重要文化財に ６件）

鈴木其一筆
す ず き き いつ

① 紙本金地著色夏秋渓流図 一双
し ほ ん き ん じ ちゃくしょくなつあきけいりゅう ず

六曲屛風

【所有者】公益財団法人根津美術館（東京都港区南青山６－５－１）

【法 量】各 縦１６５．８㎝ 横３６３．３㎝

鈴木其一（１７９５／９６～１８５８）は江戸で活躍した絵師。早くから江戸琳派の
す ず き き い つ り ん ぱ

大成者・酒井抱一（１７６１～１８２８）の事実上の後継者と評価されていたが、近年
さ か い ほういつ

の研究で江戸時代後期を代表する個性的な絵師として再評価されるに至った。本図は江

戸琳派の支援者であった江戸の油問屋・大坂屋松沢家に伝来したもので、落款の様子か
らっかん

ら４０歳代後半の作と考えられる。この時期、江戸琳派の枠を突破して、其一独自の画

域に到達した。金箔地に鮮やかな青色の水流がとくに印象的な本図は、其一の特質を最

もよく示した大作である。

（江戸時代）
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松岡映丘筆 大正五年
まつおかえいきゅう

② 室君 一双
むろぎみ

絹本著色 六曲屛風

【所有者】公益財団法人永青文庫（東京都文京区目白台１－１－１）

【法 量】各 縦１７２．５㎝ 横３７９．８㎝

松岡映丘（１８８１～１９３８）は現在の兵庫県神崎郡福崎町出身の日本画家。絵
まつおか えいきゅう ふくざきちょう

巻の古典などの表現を近代絵画に順応させた画風を確立し、日本画の大家を多く育てた。

本作はその代表作で、故郷播州の港町、室津が鎌倉時代に衰退し、遊女が味気ない日々
む ろ つ

を送る悲哀を主題とする。道具類のデザイン、波の描き方などは古美術を学んだもの。

静かに雨の降る様を巧みに描く詩情豊かな名作として多くの画家に絶賛され、その後の

日本画に多大な影響を与えた。

（近代）
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平福百穂筆 大正六年
ひらふくひゃくすい

③ 豫譲 一双
よ じょう

絹本金地著色 六曲屛風

【所有者】公益財団法人永青文庫（東京都文京区目白台１－１－１）

【法 量】各 縦１７１．９㎝ 横３７２．０㎝

平福百穂（１８７７～１９３３）は現在の秋田県仙北市角館町出身の日本画家。写
ひらふくひゃくすい かくのだて

生に立脚し幅広い画風を展開した。本作はその代表作で、中国春秋時代、豫譲が主君
よ じょう

の仇をまさに討とうとする瞬間を描く。簡潔な構図は後漢の画像石を、着衣や描線は
ご か ん が ぞ う せ き

女史箴図巻に取材したもの。古代中国の造形を違和感なく近代絵画に応用し、緊迫した
じ ょ し し ん ず か ん

一瞬を格調高く描く作品と絶賛された。美術史学や考古学に立脚した画期的な名作であ

る。

（近代）
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④ 絹本著色天台三祖師像 一幅
けんぽんちゃくしょくてんだいさん そ し ぞう

【所有者】宗教法人金台院（滋賀県大津市坂本６－１－７）
こんだいいん

【法 量】縦１５１．５㎝ 横７９．０㎝

延暦寺西塔で護持されてきた大幅で、中国の南北朝末から

隋の初めに天台山で天台教学を大成した天台大師智顗、唐時
てんだい だ い し ち ぎ

代の天台山で修行して我が国の天台宗の祖となった伝教大師
でんぎょう だ い し

最澄、唐時代末の五台山で修行して山門派の祖となった慈覚
さいちょう さ ん も ん は じ か く

大師円仁の３人の祖師が、各々山中で坐禅する様を描く。国
だ い し えんにん

や時代の異なるこの３人の祖師を山岳景観中に配する構成は

極めて珍しいもので、丁寧な筆致と濃厚な彩色により、複雑

な構成の大画面をまとめ上げた絵師の手腕は高く評価される。

引き締まった描線や端正さを保った自然景の描写から、制作

は鎌倉時代末にさかのぼると考えられる。

（鎌倉時代）

⑤ 絹本著色阿弥陀如来像 一幅
けんぽんちゃくしょく あ み だ にょらいぞう

【所有者】宗教法人金蓮寺（京都府京都市北区鷹峯藤林町１－４）
こ ん れ ん じ

【法 量】縦１１１．３㎝ 横６３．３㎝

正面向きの阿弥陀如来像である。画面には、静謐で幻想的な雰

囲気が巧みに描出され、微妙な暈しを用いた繊細な賦彩と淡墨を
ぼか ふ さ い

駆使した確かな線描にも、筆者の優れた技術を看取できる。日本

に伝来する宋代仏画の中でも古様を示し、北宋時代末の様式を伝

えた南宋時代初期の作例とみられる。延文４年（１３５９）正月

の日付のある裏書に、作者として杭州の画僧・思浄（１０６６～
しじょう

１１３７）の名および、本図を入手した慶政（１１８９～１２６
けいせい

８、建保５年・１２１７渡宋）から金蓮寺二世の浄阿（１３０４
こ ん れ ん じ じょうあ

～６０）にいたる伝来過程が記され、文化史的に貴重な情報をと

もなう作例としても注目される。

（南宋時代）
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土佐行広筆
と さ ゆきひろ

絹本著 色満済像 一幅
けんぽん ちゃくしょく まん さい ぞう

自賛及び永享六年四月十七日の自筆開眼供養裏書がある

絹本著 色義賢像 一幅
けんぽん ちゃくしょく ぎ けん ぞう

⑥ 絹本著 色義堯像 一幅
けんぽん ちゃく しょく ぎぎょう ぞう

天正十三年七月義演の開眼供養裏書がある
ぎ え ん

絹本 著 色義演像 一幅
けんぽん ちゃく しょくぎえんぞう

寛永四年六月十二日堯円の開眼供養裏書がある
ぎょうえん

絹本著 色覚定像 一幅
けんぽんちゃくしょくかくじょうぞう

【所有者】宗教法人醍醐寺（京都府京都市伏見区醍醐伽藍町１）

【法 量】（満済像）縦９５．５㎝ 横５０．０㎝ （他略）

室町時代から江戸時代にかけての醍醐寺三宝院門跡の肖像画である。永享６年（１４
さんぽういんもんぜき

３４）に土佐行広（活躍期１４０６～５１）によって描かれた満済像、満済の後継であ
と さ ゆきひろ まんさい

る義賢像、醍醐寺復興の立役者として満済と並び称される義演像（寛永４年・１６２７
ぎ け ん ぎ え ん

作）に、義演の前後の三宝院門跡である義堯像と覚定像を含めた５点は、個別に制作
ぎぎょう かくじょう

されたものであるが、ほとんど同じ像容であらわされており、時期を隔てた制作である
ぞうよう

にもかかわらず非常に強い一体性を示す。肖像画文化を考える上でのひとつの特色ある

事例として注目される。

（室町～江戸時代）



- 16 -

＜彫刻の部＞

（有形文化財を重要文化財に ８件）

快勢作
かいせいさく

木造千手観音立像 一軀
もくぞうせんじゅかんのんりゅうぞう

（本堂安置）
ほんどう あ ん ち

像内に塩船寺本尊、文永元年十二月、
え ん せ ん じ

大仏師法眼快勢等の銘がある

① 木造二十八部衆立像（所在本堂） 二十八軀
もくぞうにじゅうはち ぶ しゅうりゅうぞう しょざいほんどう

うち八軀の像内に文永五年、同六年、

建治二年、弘安十一年、定快作等の
じょうかい

銘、うち二軀の台座に永正九年、法

橋弘円等の銘がある
こうえん

【所有者】宗教法人観音寺（東京都青梅市塩船１９４）

【法 量】像高 千手観音１４４．０㎝ 二十八部衆８４．２～１０１．７㎝

塩船観音寺の本堂(重要文化財）の本尊、千手観音像と眷

属の二十八部衆像。千手は文永元年（１２６４）に快勢ら
かいせい

により造られた（銘文）。彼らは作風や細部形式から快慶系
かいけい

統の作家とみられる。二十八部衆は文永５年（１２６８）

より２１年間にわたり快勢らの後継者である定快により造
じょうかい

られた（銘文）。その作風は時代が降ると癖を強め、中央様

式から乖離したさまが看取されることより、定快は関東に

定住した仏師と推定される。

関東における仏師の動向をうかがううえで重要な遺品で

ある。 （鎌倉時代）
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院応作
いんおうさく

② 木造明巌正因坐像 一軀
もくぞうみょうがんしょういん ざ ぞ う

像底に明岩老師尊像、貞治四年、仏師院応等の朱書銘、
みょうがん

像内に貞治四年、作者院応等の墨書銘がある

【所有者】宗教法人正伝庵（神奈川県鎌倉市山ノ内４３９）

【法 量】像高５５．１㎝

円覚寺の塔頭に伝わる同寺第２４世、明巌正因の
たっちゅう

肖像。銘文により貞治４年（１３６５）に院応により

造られ、像主が自ら開眼したことが知られる。迫真性

に富んだ面貌の表出に当代肖像彫刻の特質をよく見せ

る。作者院応は鎌倉住と知られ、直線的な衣文構成に

は京都の院派とは明確に区別される特色がうかがえ

る。

当代肖像の優品であり、また近年知見が増している

東国院派の作例としても代表的な一作といえ、肖像の

造像作法を知る上でも貴重な作例である。

（南北朝時代）

③ 木造十一面観音坐像 一軀
もくぞうじゅういちめんかんのん ざ ぞ う

【所有者】宗教法人賢林寺（愛知県小牧市藤島町居屋敷２６７）

【法 量】像高７８．６㎝

榧材の一木造で、両足部まで共木で彫出し、内刳を
かや と も ぎ うちぐり

施さない。肥満した体軀や張りの強い肉取り、鎬の立

った衣文に平安前期彫刻の特色を示し、三日月形の伏
え も ん

し目や四角張った形態把握などより製作は９世紀後半

ないし末と思われる。

近年知られた平安前期の特色をよく示す遺品であり、

頂上仏面や左手首先、表面漆箔の過半が当初である保

存状態の良好さも貴重である。

（平安時代）
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④ 木造観音菩薩立像 一軀
もくぞうかんのん ぼ さ つ りゅうぞう

【所有者】宗教法人勝光寺（京都府京都市下京区中堂寺西寺町１－２）

【法 量】像高１１２．５㎝

榧材の一木造で、両腕や台座蓮肉まで共木で刻み出す点に代
かや と も ぎ

用材による檀像（ビャクダン製仏像）としての性格が認められ
だんぞう

る。

頬の締まった顔立ちや衣のひだの鋭い彫りに９世紀前半の特

色が明らかで、抑揚に富んだ肉付けと腰を強く捻った構えには

この時期に顕著なインド風が濃厚にうかがえる。

平安前期一木彫像の優品であり、保存状態も良好である。

（平安時代）

⑤ 木造如意輪観音坐像 一軀
もくぞう に ょ い り ん かんのん ざ ぞ う

【所有者】宗教法人随心院（京都府京都市山科区小野御霊町３５）

【法 量】像高（髻頂より）９６．３㎝
けいちょう

真言宗小野流の中心寺院である随心院の本尊

像。檜材の寄木造、漆箔仕上で玉眼を嵌入する。
しっぱく ぎょくがん かんにゅう

目尻が吊上がり口許を引締めて意志的な表情を浮

かべる面貌、のびやかな手足を均衡よく配した全

体観、適度に整斉された衣文などに運慶次世代の
え も ん

作風をよく示す。快慶作金剛薩埵像（重要文化財）

とともに建保５年（１２１７）に始まる親厳によ
しんごん

る同寺修造における造像とみられる。

京都の名刹の本尊として伝わる慶派彫刻の優品

であり、当初の表面仕上の過半をとどめる保存良

好さも賞される。

（鎌倉時代）
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千種作
ちぐ さ さく

⑥ 木造能面癋見 一面
もくぞうのうめん べ し み

応永二十年二月、千草左衛門大夫作の刻銘がある
ち ぐ さ さ え も ん た い ふ

【所有者】宗教法人奈良豆比古神社（奈良県奈良市奈良阪町２４８９）
な ら ず ひ こ

【法 量】縦２０．９㎝

面裏に応永２０年（１４１３）、千草左衛門大夫作の刻銘

がある。同人は『申楽談儀』に近年の男面の名手として述べ
さ る が く だ ん ぎ

られる「ちぐさ」に相当するとみられる。同書に登場する能

面作者の名は後代になり多くの能面に作者伝称として冠され

ているが、製作銘として名が残るのはこの面のみである。口

を引結び力のこもる形相が単純化された面構成により強調さ

れ、能面芸術の完成を示す作例として極めて重要である。

（室町時代）

⑦ 木造二天王立像（頭部欠） 二軀
もくぞう に てんのうりゅうぞう と う ぶ けつ

【所有者】宗教法人金剛山寺（奈良県大和郡山市矢田町３５０６）

【法 量】像高 その一 １０８．８㎝（現状） その二 １０９．０㎝（現状）

榧材の一木造になる二天王像で、慶長３年（１
かや

５９８）に首や胴、手足を切断して大規模な改

造を行い、以後当世風の頭部を具えた姿で伝来

したが、近年の保存修理で当初の姿に復元され

た。太造りの重厚な姿で、その寸法や甲制の特

徴、各部に浮彫で花飾を表すなどの点に唐招提
うきぼり

寺二天王像（国宝）と共通する特色を具える。

本像は改作時の銘文や納入文書により唐招提寺

から遷座されたと推定され、元来唐招提寺像と

一具で四天王像として造られたとみてほぼ誤り

ない。

鑑真のもたらした新様式で次代の彫刻の母胎となった唐招提寺木彫群と一具であった

作例として、彫刻史上価値が高い。

（奈良時代）
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男神坐像 一
だんしん ざ ぞ う

⑧ 木造神像 二軀
もくぞうしんぞう

女神坐像 一
じょしん ざ ぞ う

【所有者】宗教法人高千穂神社（宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１０３７）

【法 量】像高 男神８８．７㎝ 女神６３．３㎝

男女一対の神像で、共通する作風

を示す。いずれも肩が丸く、緩やか

な曲線で概形をまとめ、男神は眉根

を寄せて厳しい表情を示すが、目鼻

立ちは小振りで穏やかな雰囲気を漂

わせる。ともに針葉樹（榧か）の一
かや

木造、彩色仕上げ。男神像は背刳（像
さいしき せ ぐ り

底に抜ける）を施す。簡略な造形な

がら彫り口は手慣れており、優れた

作行きをみせる。

大きさと出来ばえの両面において、九州地方の代表的な神像彫刻の一つと評価される。

（平安時代）
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＜工芸品の部＞

（有形文化財を重要文化財に ３件）

① 菊螺鈿鞍 一背
きく ら で ん くら

【所有者】独立行政法人国立文化財機構（東京都台東区上野公園１３－９）

東京国立博物館保管

【法 量】前輪高３０．５㎝ 後輪高３２．０㎝ 居木長４３．０㎝

前輪、後輪の内外に菊が密集して表されている、
ま え わ し ず わ

国宝「時雨螺鈿鞍」や重要文化財「桜螺鈿鞍」
し ぐ れ ら で ん く ら さくら ら で ん く ら

などと同じく、螺鈿で装飾された鞍である。複弁
ら で ん

の菊花や葉脈を複雑に切り透かした技術は極めて

高い。鎌倉時代に遡る螺鈿鞍の遺例は希少であり、

当時における螺鈿装飾の高度な技術水準を示す作

例としても重要である。なお居木は後補で、福島
い ぎ

正則の弟高晴が本作を所持し、慶長１３年（１６

０８）に居木を取替えたことが銘文から知られる点も資料的価値が高い。

（鎌倉時代）

② 金銅密教法具
こんどうみっきょう ほ う ぐ

五鈷杵 一口

種子五鈷鈴 二口

うち一口に貞応三年、うち一口に仁治二年の刻銘がある

【所有者】宗教法人法音寺（山形県米沢市御廟１－５－３２）

【法 量】（五鈷杵）長１７．４㎝ （五鈷鈴）高２１．７㎝ 高２２．３㎝

本作は、五鈷杵と五鈷鈴とを組み合わせたものである。上杉氏が越後より米沢に移転
ご こ し ょ ご こ れ い

した際に、現在当寺に秘仏として安置される善光寺如来像とともにもたらされた。江戸

時代には米沢城内本丸の謙信を祀った御堂に奉安されていた。明治時代、謙信の位牌を
み ど う

上杉家廟所に移転する際、廟所に隣接する現在の地に同じく遷座された当寺に移管され

た。
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五鈷杵は、やや古様かつ特異な造形を示しながらも、鎌倉時代初期の作風を示してい

る。また、五鈷鈴二口は、胎蔵界四仏を表した荘厳性の高い仕様で、先行する貞応年の
た い ぞ う か い し ぶ つ

鈴に、仁治年の鈴を追作するかたちで製作、善光寺に施入された後、一具とされたもの

と思われる。杵、鈴とともにいずれも鋳上りが良好で、重厚かつ峻険で巧緻な作風を湛
い あ が

えた鎌倉時代密教法具の優品である。特に、五鈷鈴二口は、ともに年紀等の銘文があり、

基準作としても貴重である。

（鎌倉時代）

③ 染分縮緬地襷菊青海波文様友禅染振袖 一領
そめわけちりめん じ たすききく せ い が い は もんようゆうぜんぞめふりそで

【所有者】丸紅株式会社（東京都中央区日本橋２－７－１）

【法 量】身丈１５１．０㎝ 裄６１．６㎝

上下で文様を染め分けた腰替わり文様の振袖。
もんよう こ し が

上半身は浅葱地に三重襷を表し、下半身は青海波
あ さ ぎ み え だ す き せ い が い は

風の菊花を友禅染で表す。背裏に享保１５年（１

７３０）の墨書がある旧裏地が縫い付けられてい

る。本振袖は腰替わりの特徴的な意匠構成がなさ

れ、暈しや濃淡を用いて繊細な表現をみせる友禅
ぼか

染の優れた技術や伊達紋が入るなど、１８世紀前
だ て も ん

半から半ばにかけて好まれた流行の特徴を示す遺

例として貴重である。

（江戸時代）
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＜書跡・典籍の部＞

（有形文化財を重要文化財に ３件）

① 福井崇蘭館本医学書 百五十四点
ふ く い すうらんかんぼん い が く し ょ

【所有者】国（文化庁保管）

京都の医家であった福井家に伝来した

医学書のまとまりで、冊数にして８３０

冊にのぼる。福井家は臨床医家として知

られる一方、古医書の収集家としてもよ

く知られている。福井家が医家として名

声を確立したのは、楓亭（１７２５～９
ふうてい

２）の代からである。自邸を崇蘭館と称
すうらんかん

していたことから、その蔵書は「崇蘭館

本」として知られている。宋・元版や朝鮮版本も多数含んでおり、他所には無い孤本も

あり、極めて貴重である。

（南北朝～江戸時代、南宋～清時代、朝鮮時代）

② 勧修寺聖 教 二千三百六十六点
か じ ゅ う じしょうぎょう

【所有者】宗教法人勧修寺（京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町２７―６）
か じ ゅ う じ

勧修寺は、昌泰３年（９００）の創
しょうたい

建後、朝廷や藤原氏の信仰が厚く、代

々法親王が入寺する宮門跡寺院として
ほっ しんのう みやもん ぜき

栄えた。寛信（１０８５～１１５３）
かんしん

は秘密事相にすぐれ、真言宗小野流の
ひ み つ じ そ う

一派である勧修寺流の祖とされ、流派

の聖教類が集積された。勧修寺聖教の

なかには、平安時代末期から鎌倉時代初期の覚禅が著し、図像資料としても著名な
かくぜん

『覚禅鈔』も含まれる。寛信以後の勧修寺聖教は膨大な点数にのぼり、仏教史研究、真
かくぜんしょう かんしん

言密教研究上、極めて貴重である。

（平安～江戸時代）
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中山世鑑 六冊
ちゅうざんせいかん

③ 蔡鐸本中山世譜 七冊
さいたくぼんちゅうざんせい ふ

蔡温本中山世譜 十二冊
さいおんぼんちゅうざんせい ふ

【所有者】沖縄県（沖縄県那覇市泉﨑１－２－２）

沖縄県立博物館・美術館保管

『中山世鑑』は、尚質王の代に
ちゅうざんせいかん しょう しつ おう

向象賢（羽地朝秀）が王命によっ
しょうしょうけん は ね じ ちょうしゅう

て尚質３年（１６５０）に編纂した

琉球最初の正史であり、和文で記述

している。

『中山世譜』は、漢文で書かれた
ちゅうざんせいふ

正史で二種ある。蔡鐸本７冊は、蔡
さいたくぼん

鐸が尚貞王２９年（１６９７）から
しょうていおう

尚貞王３３年（１７０１）にかけて

『中山世鑑』を漢訳し、さらに増補したものである。蔡温本は、蔡鐸の子蔡温が尚敬王
さいおんぼん しょうけいおう

１２年（１７２４）から尚敬王１３年（１７２５）にかけてさらに改編を加えたもの。

いずれも、重要文化財『おもろさうし』と同じく戦後に米国から琉球政府に返還された

もの。琉球史研究上の最重要史料の一つとして極めて価値が高い。

（第二尚氏時代）
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＜古文書の部＞

（重要美術品に有形文化財を追加して重要文化財に １件）

豊臣秀吉辞世和歌（一通） 一幅
とよとみひでよし じ せ い わ か

豊臣家家臣等血判起請文（十通） 四巻
とよとみ け か し ん とうけっぱんきしょうもん

豊臣秀吉朱印状 幷 慶長役陣立書（二通） 二巻
とよとみひでよししゅいんじょうならびにけいちょうのえきじんだてしょ

【所有者】大阪市（大阪府大阪市北区中之島１－３－２０）

大阪城天守閣保管

本文書は、令和元年に重要文化財指定となった豊臣家文書（六

十七通）と元来一括的に足守木下家に伝来したものである。足
あしもり きのした け

守木下家は、豊臣秀吉の正室ねねの兄木下家定を初代とし、代

々備中・足守藩の藩主を務めた。秀吉自筆の辞世和歌として有

名な「つゆとをちつゆときへにしわがみかな なにわの事もゆ

めの又ゆめ」と、前田利家以下重臣・奉行・家臣ほかが秀頼へ

の忠心を誓った起請文、さらに慶長役に関する秀吉の命令と
きしょうもん けいちょうのえき

陣立書などである。秀吉の人物論や秀吉政権の晩年を研究する
じんだてしょ

上で、大変貴重である。

（安土桃山時代）
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（有形文化財を重要文化財に ６件）

① 長屋王家木簡 千六百六十九点
な が や お う け もっかん

【所有者】独立行政法人国立文化財機構（東京都台東区上野公園１３－９）

奈良文化財研究所保管

長屋王(６７６または６８４～７２９)は、
な が や お う

高市皇子の長男、天武天皇の孫にあたる。聖武天
た け ち の み こ

皇の治世に左大臣として権勢を誇るが長屋王の変

で自殺した。これらの木簡は、長屋王邸宅跡のう

ち８坪の東南隅の土坑ＳＤ４７５０（全長２７．
ど こ う

３メートル、幅２．８～３．７メートル）から出

土したもので、当時の王家の日常生活や経済基盤

を知ることができる貴重な史料である。雅楽寮
う た りょう

から「長屋王家令所」へ充てた木簡も見つかっていて、出土地が長屋王邸宅跡であるこ
な が や お う か れ い し ょ

との証拠となっている。奈良時代の社会経済史研究上、極めて価値が高い。

（奈良時代）

② 伊達家文書（千四十六通） 二十六巻、二十一冊、二十幅、
だ て け もんじょ

九百五十三通、一鋪、二綴、二枚

【所有者】仙台市（宮城県仙台市青葉区国分町３－７－１）

仙台市博物館保管

旧仙台藩主伊達家に伝来し、昭和２

６年（１９５１）に仙台市に寄贈され

た文書群である。天正１８年（１５９
もんじょ

０）の奥羽仕置以前の文書が約６００
お う う し お き

通残されており、鎌倉時代にはじまり

南北朝・室町時代の伊達氏と朝廷・幕

府との関わりや、伊達政宗（１５６７

～１６３６）が近隣諸大名や豊臣秀吉らとやり取りした書状など、中世東北地方を研究

する上で第一級の史料群であり、大変貴重である。

（鎌倉～江戸時代）
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③ 伊達家印章 百二十七顆
だ て け いんしょう

【所有者】仙台市（宮城県仙台市青葉区国分町３－７－１）

仙台市博物館保管

旧仙台藩主伊達家に伝来した印章と
いんしょう

印譜。このうち印章については、５代藩
い ん ぷ

主伊達吉村を除いて、初代政宗から１３
よしむら

代慶邦まで歴代１２人の藩主の印章がそ
よしくに

ろっており、かつ内容も知行宛行状や
ちぎょうあてがいじょう

伝馬用に捺された公印、書画に捺された
て ん ま

私印、木製の花押印など多種多様であり、

大変貴重である。

（安土桃山～江戸時代）

④ 松平家忠日記 七冊
まつだいらいえただにっき

【所有者】学校法人駒澤大学（東京都世田谷区駒沢１－２３－１）

駒澤大学図書館保管

【法 量】 第一冊 縦１４．１ cm、横２０．０ cm、４７丁 （他略）

徳川家康の一族である松平家忠(１５５５～１６００)の日記。天正５年(１５７７)１
まつだいらいえただ

０月から文禄３年(１５９４)９月頃に至る１８年間、則ち家忠２３才から４０才までの

間の記録である。家康に関する一次史料として、また、政治、経済、社会、文化面に関

する幅広い記録として貴重。安土桃山時代以前の数少ない武家自筆による日記の一つで

ある。

（安土桃山時代）
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⑤ 大音家文書（五千七百四十六通） 四十九巻、二帖、
お お お と け も ん じ ょ

五百七十六冊、二千九百三通、

七鋪、八十一綴、五百十五枚

【所有者】個人

常神半島に位置する漁村・神子浦で刀祢職
つねがみ み こ う ら と ね しき

を努めた大音家に伝来した古文書群である。
つと おおおと

中世文書約３００点が含まれ、中世～近代ま

で続く漁村の歴史を解明する上での極めて貴

重な史料である。

大音家は鎌倉時代には近江の御家人であっ

たと伝えられ、南北朝時代までに神子に移っ

て刀祢家となったと想定されている。中世文書には倉見庄地頭二階堂氏や地頭代の発給
くらみのしょう

文書が多い。また、近隣村との山相論、網場相論に関する文書もまとまっている。
やまそうろん あ み ば そ う ろ ん

全国屈指の漁村文書として、社会経済史研究上、極めて貴重である。

（鎌倉～明治時代）

⑥ 春日大社神事日記（五百十二通） 六巻、五百六冊
か す が たいしゃ し ん じ に っ き

【所有者】宗教法人春日大社（奈良県奈良市春日野町１６０）

春日大社に伝わった鎌倉時代から明

治５年（１８７２）までの日次記のま
ひ な み き

とまりである。各年の担当の神官が記

録したもので、その内容は神事を中心

としているが、社会、経済全般の多岐

にわたるものであり、各時代の歴史の

史料として重要である。

春日大社の刊行した『春日神社記録

目録』（昭和４年）に「日記」として分

類された歴代社司の神事日記を中心と

する。南都の中近世史研究の基本史料として極めて価値が高い。
な ん と

（鎌倉～明治時代）
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＜考古資料の部＞

（有形文化財を重要文化財に ５件）

① 東京都下宅部遺跡出土品
とうきょうとしもやけ べ い せ き しゅつどひん

【所有者】東村山市(東京都東村山市本町１－２－３）

東村山ふるさと歴史館保管

武蔵野台地の西端、狭山丘陵の南麓に所在する縄

文時代後期から晩期を中心とした低湿地遺跡からの

出土品一括。漆塗製品は、繊細な文様で飾られた漆

塗弓や、精巧に彫刻された柄を持つ赤漆塗容器など、
え

多彩な漆工芸品を含み、それに漆容器として使われ

た小形土器や、漆の採取痕跡と見られる線刻がある

ウルシの木杭残欠もある。

縄文時代における水辺の生活と当時の生業・生産

技術の実態を復元する上で、高い学術的価値を持っ

ている。 （縄文時代）

② 新潟県本ノ木遺跡出土品
にいがたけんもと の き い せ き しゅつどひん

【所有者】津南町（新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊５８５）

津南町歴史民俗資料館保管

信濃川と清津川の合流点に近い河岸段丘上に立地す

る、縄文時代草創期の遺跡からの出土品。１，１１０

点の木葉形尖頭器を含む石器１，２１４点と、土器片
せ ん と う き

６６点、および 附 として尖頭器製作の素材である
つけたり

剝片や、石核を加えた１，２９６点で構成される。こ
はくへん せきかく

の中で、尖頭器は細身の完成品と共に、原石を荒割り

にした段階から完成品までの製作工程を示す資料が質

量共に揃っている。

当時の石器製作技術の実態を良く示す資料として貴

重である。 （縄文時代）
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③ 愛媛県朝日谷二号墳出土品
え ひ め け ん あ さ ひ だに に ご う ふ ん しゅつどひん

【所有者】松山市（愛媛県松山市二番町４－７－２）

松山市考古館保管

松山平野の北西部、瀬戸内海を遠望する尾根上に築

造された全長２５．５メートルの前方後円墳からの出

土品一括。特に二面の銅鏡は中国からの舶載鏡で、意
はくさいきょう

図的に分割された状況で副葬されており、当時の葬送

儀礼の一端を示している。また、大和王権との繋がり

を示す銅鏃・鉄鏃は数量が豊富で遺存状態も優れてい
どうぞく てつぞく い ぞ ん

る。

瀬戸内地域における古墳時代の開始とその様相を解

明するうえで欠かせない学術的価値の高い資料であ

る。

（古墳時代）

④ 長崎県福井洞窟出土品
ながさきけん ふ く い どうくつしゅつどひん

【所有者】佐世保市（長崎県佐世保市八幡町１－１０）

佐世保市博物館島瀬美術センター保管

佐世保市の北部、国見山系から西流する福井川

の侵食で形成された砂岩洞窟からの出土品一括。

厚く堆積した遺物包含層から、細石刃を中心とし
さいせきじん

た各種の石器が出土し、これに上層では少量の

隆起線文・爪形文土器が出土して、層位的な遺物
りゅうきせんもん つめがたもん

の出土状態が明らかにされた。

これらは九州北部地域における旧石器時代から

縄文時代の移行期の石器群の変遷と、縄文土器出

現期の様相を知る上で貴重であり、高い学術的価

値を持っている。

（旧石器～縄文時代）
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⑤ 宮崎県下北方五号地下式横穴墓出土品
みやざきけんしもきたかた ご ごう ち か し き よこあな ぼ しゅつどひん

【所有者】宮崎市（宮崎県宮崎市橘通西１－１－１）

宮崎市生目の杜遊古館保管

日向灘に注ぐ大淀川の下流左岸、県立平和台公園
ひゅうがなだ

にほど近い段丘上に営まれた下北方古墳群のうち、
しもきたかた

大型の玄室をもつ五号地下式横穴墓に納められた副
げんしつ

葬品の一括。

銀装大刀や金製垂飾付耳飾などの装身具、２領の
ぎ ん そ う た ち

短甲をふくむ鉄製甲冑や鉄製刀剣など多岐に亘り、
たんこう

遺存状態も極めて良好である。また、馬具、装身具、

工具などに朝鮮半島系資料が多数含まれていること

も特徴的である。同時代の大型古墳の副葬品に比べ

ても遜色ない内容と数量を有し、この時代の南九州

地域における古墳文化の特質をよく表す。

（古墳時代）
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＜歴史資料の部＞

（重要美術品に有形文化財を追加して重要文化財に １件）

一橋徳川家関係資料 四千七百十五点
ひとつばしとくがわ け かんけい しりょう

【所有者】茨城県（茨城県水戸市笠原町９７８－６）

茨城県立歴史館保管

一橋徳川家は、８代将軍吉宗の四

男宗尹を祖とする家で初代宗尹から
むねただ

１０代茂栄に至る。同家は、田安・
もちはる

清水両徳川家とともに御三卿と称さ
ごさんきょう

れ、１１代将軍家斉、１５代慶喜を
いえなり よしのぶ

出した。

本資料群は、一橋徳川家より茨城

県に寄贈されたもので、文書・記録

類４０１７点、書画・典籍類２２４

点、器物類４６０点、写真１４点から構成される。

各分野の資料が質量ともにまとまって伝存し、一橋徳川家の家格、家政、所領経営、

または幕政への関与、将軍家や大名家との交際、家の内外における儀礼の実際を窺うこ

とができ、江戸時代の政治史、文化史、古文書学研究上等に価値が高い。

（江戸時代）
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（有形文化財を重要文化財に ４件）

① 長久保赤水関係資料 六百九十三点
な が く ぼ せきすいかんけいしりょう

【所有者】高萩市（茨城県高萩市本町１－１００－１）

高萩市歴史民俗資料館保管

長久保赤水（１７１７～１８０１）は、水戸藩の学者で、晩年に水戸徳川家６代治保
な が く ぼ せ き す い はるもり

の侍講をつとめ、『大日本史』地理志を執筆したほか、日本図、中国図、世界図の出版
じ こ う

を行った。とくに『改正日本輿地路程全図』（赤水図）は、当時において格段に正確な
か い せ い に ほ ん よ ち ろ て い ぜ ん ず せ き す い ず

地形と、豊富な地名・路程を記載した地図で、赤水没後にも版を重ね、江戸時代中後期

において最も社会に普及した日本地図として著名である。

本資料群は長久保赤水の子孫にあたる複数の家に伝来した赤水手沢の一括資料で、地

図・絵図類８４点、文書・記録類２７９点、典籍類２７４点、書画・器物類５６点から

構成される。赤水の学問の内容、交友関係、生涯の事績を考えるうえで最もまとまった

資料群で、江戸時代中後期の文化史、地図史等の研究上に学術価値が高い。

（江戸時代）
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② 東京市営乗合自動車（円太郎バス） 一両
とうきょう し え い のりあい じ ど う し ゃ えん た ろ う

【所有者】東京都（東京都新宿区西新宿２－８－１）

東京都交通局西高島平駅倉庫保管

大正１２年（１９２３）の関

東大震災で被災した東京市内の

路面電車の代替交通手段とし

て、東京市が米国フォード社か

ら貨物用トラックを緊急に大量

輸入し、客室を備えて公営の乗

合自動車（バス）として運行し

た８００両のうちの１両であ

る。明治時代に東京市内を走っ

た乗合馬車「円太郎馬車」と姿

形や乗り心地が類似したことから、「円太郎」、「円太郎自動車」などと呼ばれた。

本車輛は我が国最初の公営乗合自動車として現存する最古の車輌であり、円太郎バス

唯一の伝存車輌である。本車輛は、乗合自動車が都市公共交通手段として日本各地にお

いて活躍していく端緒となった時期の稀有な伝存車輌であり、交通史上、社会史上に貴

重である。

（大正時代）

③ 河内屋可正関係資料 九点
か わ ち や か しょうかんけいしりょう

【所有者】個人

河内屋可正（壷井五兵衛、１６３６
か わ ち や か し ょ う つ ぼ い ご へ え

～１７１３）は、河内国石川郡大ケ塚

（現南河内郡河南町）の上層農民で、

農業と酒造業を営む傍ら、若い頃から

読書に励み、俳諧や能をたしなんだ。

本資料は、可正が著した記録を中心と

した史料で、河内屋可正旧記５冊、可

正雑記１冊、河内屋年代記２冊、壷井



- 35 -

家系図１巻の９点から構成される。

これらの記録は、江戸時代前期から中期にかけて、上方地域の村落上層農民の生活意

識、文化受容のありようを極めて具体的に伝える。同時期に出版文化が隆盛するなかで、

読書により教養を高め自身の思想を形成する過程を示す稀有な記録で、同時代の文化史、

思想史などの研究上に価値が高い。

（江戸時代）

④ 京都電気鉄道電車（京都市交通局二号電車） 一両
きょうと で ん き てつどうでんしゃ き ょ う と し こうつうきょく に ごうでんしゃ

明治四十四年、梅鉢鉄工場製
うめばち

【所有者】宗教法人平安神宮（京都府京都市左京区岡崎西天王町９７）

本車輛は、我が国最初の公共電気軌道として明治２８年（１８９５）に開業した京都

電気鉄道にて使用された路面電車のうち、現存する最も製造年代の古い車輌群の一両で、

明治４４年に大阪府堺市の梅鉢鉄工場にて製造された。大正７年（１９１８）、京都電

気鉄道は京都市により買収され、昭和３６年（１９６１）の北野線廃止直前まで使用さ

れた。

本車輛は、電動機や台車など一部に外国製品を用いたものの、先駆的な初期国産路面

電車であり、単台車の路面電車の造形の規範となった。電動機が交換されるほか一部改

造箇所があるが、昭和３６年の廃車時の現状をよくとどめている。製造年代が明治時代

に遡る遺例稀な路面電車車輌であり、交通史上、科学技術史上に価値が高い。

（明治時代）
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３．登録有形文化財（美術工芸品）の登録

＜歴史資料の部＞

（有形文化財を登録有形文化財に １件）

近代教科書関係資料（玉川大学収 集） 一万二千七百二十八点
きんだい きょうかしょかんけいしりょう たまがわだいがくしゅうしゅう

【所有者】学校法人玉川学園（東京都町田市玉川学園６－１－１）

玉川大学教育博物館保管

明治２８年（１８９５）から昭和２０年（１９４５）にかけ、我が国が統治した台湾、

朝鮮、満洲、南洋諸島等で学校教育に使用された教科書群である。各地域の実情を考慮

しながら教育制度の推移に応じ発行されたもので、当時の教育内容を窺うことができ、

教育史上等のまとまった研究史料と考えられる。

（明治時代～昭和時代）
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○国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定件数 

 

     事 項 

 

種 別     

新規指定件数  

合   計 
国   宝 重要文化財 

絵   画 ０ ６     ２，０３７（１６２） 

彫   刻 ２ ８     ２，７２３（１４０） 

工  芸  品 １ ３     ２，４７１（２５４） 

書跡・典籍 ０ ３     １，９１９（２２８） 

古  文  書 ０ ７         ７８１（ ６２） 

考古資料 １ ５        ６５２（ ４８） 

歴史資料 ０ ５         ２２５（  ３） 

合    計 ４ ３７   １０，８０８（８９７） 

（注）合計欄括弧内の数字は国宝の件数で，内数である。 

 

 

＜参照条文＞ 文化財保護法（抄） 

（指定） 

第二十七条 文部科学大臣は，有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定するこ

とができる。 

２ 文部科学大臣は，重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので，たぐい

ない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。 

第百五十三条 文部科学大臣は，次に掲げる事項については，あらかじめ，文化審議会

に諮問しなければならない。 

一 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除 

 

 

 

 

 

Ⅲ．参 考  
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○登録有形文化財（美術工芸品）の登録件数 

 

    事 項 

 

種 別     

 

新規登録件数 

 

合   計 

絵   画 ０ ０ 

彫   刻 ０ ０ 

工  芸  品 ０ ３ 

書跡・典籍 ０ １ 

古  文  書 ０ ０ 

考 古 資 料 ０ ４ 

歴 史 資 料 １ ９ 

合    計 １ １７ 

 

 

 

＜参照条文＞ 文化財保護法（抄） 

（有形文化財の登録）  

第五十七条 文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化財（第百八十二条第二項に規

定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に

登録することができる。  

２ 文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、関係

地方公共団体の意見を聴くものとする。  

３ 文化財登録原簿に記載すべき事項その他文化財登録原簿に関し必要な事項は、文部

科学省令で定める。 

 

 


